
様式

　　第　　　　　号
官職　　　　　　　
氏名　　　　　　　

国土交通大臣　　印 　　　年　　月　　日発　　行
　　　年　　月　　日限り有効

3 2

（表）

九センチメートル

第
二
十
三
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
道
路
法

第
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
道
路
に
関
す

る
調
査
を
そ
の
職
員
に
行
わ
せ
る
ほ
か
、

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
に
規
定
す
る
権

限
を
行
う
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
そ
の
職
員
を
し
て
道
路
を
通

行
す
る
車
両
を
一
時
停
止
さ
せ
、
当
該
車

両
の
発
地
及
び
着
地
、
積
載
物
品
の
種
類

及
び
数
量
そ
の
他
道
路
の
交
通
量
調
査
に

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
質
問
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
前
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
を
命
ぜ
ら
れ

た
職
員
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
様

式
に
よ
る
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、

関
係
人
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ

を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
は
、
犯
罪
捜

査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し

て
は
な
ら
な
い
。

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（裏）

九センチメートル

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

高
速
自
動
車
国
道
法
抜
す
い

（
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
道
路
に
関
す
る
調
査
）

調　　査　　員　　証

高速自動車国道法第二十三条第二項
　の規定による


